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武器輸出の拡大をしないことを求める意見書 

 

政府は来年度に武器輸出のルールである「防衛装備移転三原則」の運用指針を改定する

方針を示し、高市首相は本年度の施政方針演説で「防衛装備移転に関し、三原則における

いわゆる五類型の見直しに向けた検討を加速させる」と表明した。 

 自由民主党の安全保障調査会も２月２０日に、非戦闘分野の「救難、輸送、警戒、監視、

掃海」の５類型の装備品に限って国外への輸出を認めてきた仕組みを撤廃し、殺傷能力の 

ある武器を原則輸出可能とする提言素案をまとめるなど、ミサイルや戦闘機なども含めた 

殺傷能力のある武器の輸出が解禁される方向にある。 

日本は戦争を放棄した憲法に基づき、戦後、平和国家としての道を歩んできた。 

武器輸出については、１９７６年（昭和５１年）には「憲法及び外国為替及び外国貿易

管理法の精神にのっとり、『武器』の輸出を慎むものとする」などの「武器輸出に関する 

政府統一見解」、「武器輸出三原則」を定め、平和国家として武器輸出については国際紛争

を助長することを回避するため原則禁止してきた。 

２０１４年（平成２６年）に安倍政権下で武器輸出を解禁する「防衛装備移転三原則」

を決定したが、「５類型」を定め殺傷兵器の輸出を基本的に禁止されている。 

殺傷能力のある武器を含む武器輸出が拡大されれば、命よりも軍需産業の利益が優先さ

れ、日本の戦後の平和国家の歩みが否定されることになる。日本が「死の商人」国家とな

ることは許されない。 

よって、国におかれては、武器輸出の「５類型」撤廃などの殺傷能力のある武器輸出の

解禁、武器輸出の拡大を行わないように求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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